
〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
八
月
四
日

広
島
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(被
告
控
訴
)

〔控
訴
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
二
月
二
日

広
島
高
等
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
営

造
物
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸

般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
事
例
紹
介
は
、
二
人
乗
り
で
速
度
超
過
を
し
て

い
た
原
付
自
転
車
の
衝
突
事
故
に
お
い
て
、
原
告
が
道
路

管
理
者
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
損

害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
道
路
の
通
常
有

-≦ ′◆ ‘
　

　
　 　 　

す
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
を
紹

介
す
る
こ
と
と
す
る
。

岬

事
案
の
概
要
等

1

事
案
の
概
要

A
は
、
平
成
一
三
年
四
月
三
一日
、
後
部
座
席
に
友
人

を
乗
せ
、
三
原
市
内
の
市
道
を
原
動
機
付
自
転
車

(以
下

｢事
故
車
両
｣
と
い
う
。)
を
運
転
し
て
南
方
向
に
進
行
し

て
い
た
が
、
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突
し
て
死
亡
し
た
。

そ
こ
で
、
A
の
両
親
で
あ
る
被
控
訴
入
ら
が
、
同
市
道
に

設
置
さ
れ
た
マ
ン
ホ
ー
ル
が
、
先
の
三
月
二
四
日
に
発
生

し
た
芸
予
地
震
に
よ
り
隆
起
し
、
逆
に
沈
下
し
た
周
囲
の

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
と
の
間
に
段
差

(以
下
｢本
件
段
差
｣

と
い
う
。)
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
事
故
車
両
は
バ
ラ
ン

ス
を
失
っ
て
、
本
件
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
、
市
道
を

管
理
す
る
控
訴
人
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基

づ
い
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

2

訴
訟
の
経
緯

原
審
は
、
本
件
段
差
に
よ
り
本
件
事
故
が
発
生
し
た

と
し
て
、
合
計
二
、
八
三
六
万
円
と
損
害
金
の
支
払
を

命
じ
た
。
な
お
、
原
審
は
、
A
に
は
、
速
度
超
過
、
定

員
外
乗
車
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
未
装
着
の
過
失
が
あ
っ
た
と

し
て
、
五
割
の
過
失
相
殺
を
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
控
訴
人
は
、
原

審
の
裁
判
所
が
、
本
件
事
故
が
本
件
段
差
に
よ
り
生
じ

た
と
認
定
し
た
こ
と
、
過
失
相
殺
の
割
合
を
5
割
し
か

認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
不
服
と
し
て
、
控
訴
を
提
起
し

た
。
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3

争
い
の
な
い
事
実
等

争
い
の
な
い
事
実
及
び
証
拠
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
ょ

二
人
乗
り
で
速
度
皹
過
を
し
て
い
た
原
動
機
付
園
幟
草
の

衝
突
事
鞠
に
漉
い
て
道
略
の
管
理
の
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

-
三
原
市
道
原
動
機
付
自
転
車
衝
突
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

岡
崎

之
彦



り
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。の

本
件
事
故

本
件
事
故
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア

日

時
…平
成
一
三
年
四
月
一
二
日

午
後
一
時
五
〇
分
こ
ろ

イ

場

所
…
三
原
市
円
一
町
内
の
三
原
市
円
一
町

一
号
線

ウ

運

転

者

“
A

(昭
和
六
〇
年
三
月
四
日
生
)

エ

事
故
車
両
…原
動
機
付
自
転
車

オ

同
乗
者
…
B

力

態

様
…事
故
車
両
が
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝

突

②

本
件
市
道

三
原
市
円
一
町
一
号
線
は
、
控
訴
人
が
管
理
す
る
市
道

で
あ
る
。
三
原
駅
前
か
ら
市
街
地
を
南
下
し
て
沼
田
川
に

至
る
市
道
で
あ
り
、
通
行
量
は
比
較
的
多
い
。
本
件
事
故

現
場
付
近
の
市
道
は
、
車
道
は
片
側
一
車
線
で
、
そ
の
外

側
に
自
転
車
原
付
専
用
通
行
帯
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
は

一
体
と
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
、
そ
の
間
に
は
白

線
が
弓
か
れ
て
い
る
。
同
通
行
帯
の
外
側
に
は
蓋
付
側
溝

が
あ
り
、
そ
の
外
側
は
歩
道
で
あ
る
。

③

本
件
マ
ン
ホ
ー
ル

事
故
車
両
が
衝
突
し
た
街
路
樹
か
ら
北
方
約
二
二
m
の

本
件
市
道
上
に
幹
線
マ
ン
ホ
ー
ル
蹄
腿
が
あ
る
。
本
件
マ

ン
ホ
ー
ル
は
、
広
島
県
土
木
事
務
所
長
が
三
原
市
長
か
ら

本
件
市
道
の
占
用
許
可
を
受
け
た
沼
田
川
流
域
下
水
道
事

業
に
伴
う
人
孔
で
あ
る
。

本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
、
本
件
市
道
東
側
の
自
転
車
原
付

専
用
通
行
帯
の
中
央
の
や
や
歩
道
よ
り
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。
同
通
行
帯
の
幅
は
一
･
二
五
m
で
あ
り
、
本
件
マ
ン

ホ
ー
ル
の
直
径
は
六
二
･
五
m
で
あ
り
、
同
通
行
帯
を
通

行
す
る
自
転
車
、
原
動
機
付
自
転
車
の
多
く
が
本
件
マ
ン

ホ
ー
ル
の
上
を
通
過
す
る
状
況
に
あ
る
。

@
芸
予
地
震

平
成
一
三
年
三
月
二
四
日
午
後
三
時
二
人
分
、
安
芸
灘

を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

(M
)
“
の
芸
予
地
震

が
発
生
し
、
広
島
県
南
部
に
大
き
な
被
害
を
惹
起
し
た
。

広
島
県
土
木
事
務
所
で
は
、
同
日
午
後
五
時
こ
ろ
、
幹
線

マ
ン
ホ
ー
ル
部
の
二
カ
所
で
段
差
が
発
生
し
た
と
の
情
報

に
接
し
、
午
後
五
時
一
〇
分
こ
ろ
道
路
管
理
者
で
あ
る
控

訴
人
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、
午
後
五
時
三
〇
分
こ
ろ
幹

線
マ
ン
ホ
ー
ル
鮠
刎
、
脆
22
の
現
地
を
確
認
す
る
と
既
に

バ
リ
ケ
ー
ド
で
安
全
は
確
保
さ
れ
て
お
り
、
幹
線
全
線
に

つ
い
て
も
目
視
に
よ
り
点
検
し
た
。
ま
た
、
土
木
事
務
所

は
、
同
月
二
六
日
に
控
訴
人
か
ら
段
差
が
発
生
し
た
箇
所

の
復
旧
依
頼
を
受
け
て
、
同
月
二
九
日
に
補
修
工
事
を
完

了
し
た
。

◎

本
件
段
差

芸
予
地
震
に
よ
り
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
周
囲
の
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
舗
装
は
約
0
･
二
皿
か
ら
五
･
八
節
沈
下
し
、
本

件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
約
四

･
八

m
浮
き
上
が
っ
た
。

回

A
の
死
亡

A
は
、
平
成
一
三
年
四
月
一
二
日
午
後
二
時
五
〇
分
こ

ろ
、
本
件
事
故
に
よ
り
、
広
島
県
三
原
市
内
で
死
亡
し
た
。

の

補
修
舗
装
工
事

平
成
一
三
年
四
月
一
六
日
、
広
島
県
土
木
事
務
所
と
控

訴
人
と
が
、
本
件
事
故
に
つ
い
て
協
議
を
し
た
。
控
訴
人

は
、本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
に
浮
き
上
が
り
が
見
ら
れ
る
の
で
、

安
全
確
保
の
立
場
か
ら
補
修
を
要
望
し
た
の
に
対
し
、
土

木
事
務
所
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル
は
土
木
事
務
所
で
補
修
し
、

補
修
ま
で
の
間
は
バ
リ
ケ
ー
ド
等
で
安
全
を
確
保
す
る
と

の
対
応
方
針
を
示
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
同
月
二
六
日
、

二
七
日
、
土
木
事
務
所
は
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
と
周
囲
の

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
と
の
上
下
差
を
解
消
す
る
補
修
舗
装

工
事
を
行
っ
た
。

二

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張

1

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

(控
訴
人
の
責
任
)

獨

被
控
訴
入
ら
の
主
張

芸
予
地
震
に
よ
り
本
件
段
差
が
生
じ
て
い
た
か
ら
、
控

訴
人
は
、
直
ち
に
安
全
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の

に
、
こ
れ
を
放
置
し
た
。
そ
の
結
果
、
A
は
事
故
車
両
を

運
転
し
て
本
件
市
道
上
を
走
行
中
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
を

通
過
し
た
際
に
事
故
車
両
が
バ
ウ
ン
ド
し
て
バ
ラ
ン
ス
を

失
い
、
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突
し
て
本
件
事
故
と
な
っ

た
。
本
件
事
故
は
、
本
件
市
道
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
。
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②

控
訴
人
の
主
張

本
件
事
故
は
、
先
行
車
が
右
折
合
図
を
し
た
こ
と
に
よ

り
、
A
が
事
故
車
両
の
操
作
を
誤
っ
て
発
生
し
た
も
の
で

あ
り
、
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
は
無
関
係
で
あ
る
。
芸
予
地
震

に
よ
り
本
件
段
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ

の
高
低
差
は
僅
か
で
あ
り
、
通
常
の
運
転
を
し
て
い
れ
ば

危
険
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
瑕
疵
と
は
い
え
な
い
。

本
件
事
故
は
、
A
が
、
免
許
取
得
当
日
に
速
度
超
過
、
二

人
乗
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
不
着
用
と
い
う
危
険
運
転
を
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
。

2

過
失
相
殺
の
割
合

の

控
訴
人
の
主
張

A
は
、
本
件
事
故
当
日
運
転
免
許
を
取
得
し
た
ば
か
り

で
、
原
動
機
付
自
転
車
に
B
を
同
乗
さ
せ
て
走
行
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
道
路
交
通
法
五
十
五
条

(設
備
外
乗
車
)、

同
法
五
十
七
条

(定
員
外
乗
車
)
の
規
定
に
違
反
し
、
ま

た
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
装
着
し
な
い
と
い
う
反
則
行

為
を
犯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
事
故
現
場
の
制
限
速

度
は
、
原
動
機
付
自
転
車
三
〇
蝿
で
あ
る
が
、
A
は
、
制

限
速
度
を
遥
か
に
超
え
る
暴
走
行
為
を
し
て
い
た
。
以
上

か
ら
す
る
と
、
A
に
は
重
大
な
過
失
が
存
在
し
、
そ
の
過

失
割
合
は
七
か
ら
八
割
で
あ
る
。

②
被
控
訴
入
ら
の
主
張

A
に
は
、
本
件
事
故
の
際
に
速
度
超
過
、
二
人
乗
り
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
不
着
用
の
道
路
交
通
法
違
反
が
あ
る
が
、
A

の
過
失
割
合
は
五
0
%
が
相
当
で
あ
る
。

②
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
の
◎
の
本
件
段
差
の
程

度
に
、
上
記
①
の
認
定
事
実
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、

三

主
意
争
点
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断

主

文
控
訴
人
は
被
控
訴
人
ら
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
八
三
三
万

円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
一
三
年
四
月
三
一日
か
ら
支

払
ず
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

-

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

の
前
記
争
い
の
な
い
事
実
等
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全

趣
旨
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
｣る
0

ア

平
成

一
三
年
四
月

三
一日
午
後

一
時
五
〇
分

頃
、
A
は
、
事
故
車
両
に
B
を
乗
せ
て
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
を
着
用
せ
ず
に
、
本
件
市
道
を
三
原
駅
方
面

か
ら
沼
田
川
方
面
に
向
け
て
走
行
し
て
い
た
。
本

件
マ
ン
ホ
ー
ル
の
手
前
約
二
0
m
の
と
こ
ろ
で
事

故
車
両
は
車
道
を
走
行
し
て
先
行
す
る
C
運
転
の

原
動
機
付
自
転
車
を
追
い
抜
い
た
。
こ
の
と
き
の

事
故
車
両
の
速
度
は
、
後
記
2
の
②
で
検
討
す
る

と
お
り
時
速
約
五
〇
師
か
ら
六
〇
皿
で
あ
っ
た
。

イ

事
故
車
両
は
、
そ
の
後
、
車
道
か
ら
自
転
車
原

付
専
用
通
行
帯
に
進
入
し
た
が
、
本
件
マ
ン
ホ
ー

ル
上
を
通
過
し
た
際
に
事
故
車
両
は
バ
ウ
ン
ド
し

た
。
こ
の
バ
ウ
ン
ド
で
事
故
車
両
は
バ
ラ
ン
ス
を

失
い
、
約
二
二
m
先
の
歩
道
上
の
街
路
樹
に
衝
突

し
た
。

本
件
段
差
が
、
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
と
認
め

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

③
こ
の
点
、
控
訴
人
は
、
本
件
段
差
と
街
路
樹
と
の

間
が
約
二
二
m
離
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
事
故
と
の

因
果
関
係
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、

本
件
段
差
に
よ
り
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
と
す
る
と
、

そ
の
状
態
で
約
二
二
m
走
行
し
た
こ
と
に
な
り
不
自

然
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ウ
ン
ド

し
た
り
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し

も
転
倒
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
控
訴
人
の
主
張

に
は
理
由
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

④
ま
た
、
新
聞
記
事
に
は
、
本
件
事
故
が
、
事
故
車

両
に
先
行
し
て
進
行
し
て
い
た
車
両
が
右
折
合
図
を

し
た
こ
と
が
原
因
で
、
A
が
事
故
車
両
の
操
作
を
誤

っ
て
発
生
し
た
と
警
察
は
み
て
い
る
旨
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
控
訴
人
は
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、

同
旨
の
主
張
を
す
る
。
し
か
し
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、

当
時
警
察
署
警
部
補
の
D
は
、
本
件
事
故
の
実
況
見

分
を
担
当
し
、
事
故
直
後
に
前
記
右
折
車
両
の
運
転

者
か
ら
事
故
状
況
を
聴
取
し
た
上
で
、
本
件
マ
ン
ホ

ー
ル
周
囲
の
陥
没
が
本
件
事
故
の
一
因
で
あ
る
と
判

断
し
、
前
記
記
事
に
は
関
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

実
況
見
分
を
補
助
し
た
警
察
官
E
も
同
記
事
に
は
関

知
し
て
い
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
本
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件
全
証
拠
に
よ
る
も
、
同
記
事
の
根
拠
は
不
明
で
あ

っ
て
、
同
記
事
か
ら
直
ち
に
控
訴
人
の
主
張
を
採
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③
道
路
に
凹
凸
が
あ
る
と
通
行
す
る
者
に
と
っ
て
危

険
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
平
坦
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
通
常
の
通
行
方
法
を
著
し
く
逸
脱
し

て
通
行
す
る
者
の
存
在
ま
で
を
想
定
し
て
、
そ
の
平

坦
さ
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
を
本
件
で
見
る
と
、
控
訴
人
管
理
の
本
件

市
道
内
に
存
在
す
る
マ
ン
ホ
ー
ル
の
う
ち
二
ヵ
所

で
、
芸
予
地
震
に
よ
り
、
段
差
が
生
じ
た
た
め
に
、

そ
の
補
修
工
事
を
要
し
た
こ
と
、
本
件
段
差
の
程
度

は
前
判
-不
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
A

が
事
故
車
両
を
通
常
の
通
行
方
法
を
著
し
く
逸
脱
し

て
通
行
し
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
本

件
市
道
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
こ
の
点
、
A
の
通
行
方
法
が
問
題
と
な
る
が
、

原
動
機
付
自
転
車
の
二
人
乗
り
は
、
違
法
で
は
あ
る

も
の
の
予
測
の
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

を
理
由
に
瑕
疵
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
未
装
着
は
本
件
事
故

の
発
生
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
の
速
度
違
反
は
後
に
検
討
す
る
が

(2
の
②
)、

こ
れ
が
本
件
事
故
の
発
生
に
相
当
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
、
原
動
機
付
自
転
車
が

時
速
約
五
〇
蹴
か
ら
六
〇
節
の
速
度
で
走
行
す
る
こ

と
は
予
想
の
範
囲
内
で
あ
る
し
、
こ
の
程
度
の
速
度

れ
ば
、
実
況
見
分
調
書
に
当
然
そ
の
旨
の
指
摘
が
さ

“

超
過
で
交
通
の
危
険
が
発
生
す
る
の
で
は
、
道
路
と

し
て
の
平
坦
さ
を
欠
く
と
い
う
の
が
相
当
で
あ
る
。

⑥
控
訴
人
は
、
道
路
法
十
六
条
一
項
に
よ
り
本
件
市

道
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
ら
、
国
家

賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
道
路
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負

う
。
従
っ
て
、
本
件
市
道
の
瑕
疵
に
よ
り
A
に
生
じ

た
後
記
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
。

2

過
失
割
合
に
つ
い
て

①
A
は
、
本
件
事
故
当
時
、
原
動
機
付
自
転
車
に
B

を
同
乗
さ
せ
て
走
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
装
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
前
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
。

②
事
故
車
両
の
速
度
に
つ
い
て
、
控
訴
人
は
、
時
速

約
七
〇
蹴
と
聞
い
た
と
す
る
原
審
証
人
D
の
証
言
を

援
用
す
る
。
確
か
に
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に

よ
れ
ば
、
D
は
、
本
件
事
故
の
目
撃
者
の
C
か
ら
、

時
速
三
〇
蝿
か
ら
三
五
師
で
進
行
し
て
い
た
と
き
に

追
い
越
さ
れ
た
の
で
、
事
故
車
両
の
時
速
を
七
〇
蝿

と
判
断
し
た
旨
間
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
件
事
故
に
つ
い
て
は
A
を
業
務
上
過

失
傷
害
被
疑
事
件
の
被
疑
者
と
し
て
、
事
故
車
両
の

実
況
見
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
事
故
車
両
の

ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ
タ
ー
が
解
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

れ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
旨
の
記
載
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
動
機
付
自
転
車
が
時

速
六
0
m
以
上
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た
と
は
考
え

に
く
く
、
事
故
車
両
が
時
速
七
〇
蹴
の
速
度
で
あ
っ

た
と
す
る
控
訴
人
の
主
張
は
採
用
し
難
い
。

前
記
D
の
証
言
を
前
提
と
す
れ
ば
、
事
故
車
両
の

速
度
は
、
時
速
三
五
師
を
超
え
て
い
た
と
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
そ
の
正
確
な
速
度
を
的
確
に

認
定
す
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
A
は

死
亡
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

れ
ば
、
芸
予
地
震
後
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
の
一

九
日
間
本
件
段
差
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
な
か

っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
前
判
示
の
と

お
り
、
本
件
市
道
の
交
通
量
は
比
較
的
多
い
こ
と
、

自
転
車
原
付
専
用
通
行
帯
を
通
行
す
る
自
転
車
、
原

動
機
付
自
転
車
の
多
く
が
本
件
マ
ン
ホ
ー
ル
上
を
通

過
す
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
事
故

車
両
は
少
な
く
と
も
時
速
約
五
〇
輌
の
速
度
で
走
行

し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
事
故
車
両
は
、
時
速
約
五
〇
知
か

ら
六
0
m
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た
と
認
め
る
べ
き

で
あ
る
。

③
A
が
原
動
機
付
自
転
車
に
B
を
同
乗
さ
せ
て
走
行
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し
て
い
た
こ
と
は
、
道
路
交
通
法
五
十
五
条
、
五
十

七
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
事
故



車
両
の
安
定
性
を
害
し
、
本
件
事
故
の
一
因
と
な
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
A
が
事
故
車
両
を
時

速
約
五
0
m
か
ら
六
〇
如
の
速
度
で
走
行
し
て
い
た

こ
と
が
本
件
事
故
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
こ
と

は
、
芸
予
地
震
後
本
件
事
故
が
起
こ
る
ま
で
に
交
通

責

任

な

し

事
故
が
発
生
し
な
か
っ
た
点
か
ら
も
是
認
で
き
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
A
が
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

0

装
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
同
法
七
十
一
条
の
四

N

第
二
項
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
本

･

、
l
薹ノ

ノ

件
事
故
の
結
果
を
拡
大
さ
せ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で

構
し

の
慮

き
る
。

物
考造営藪競り嬢斑度操縦護熟議ろ輻輳 離港〕て具体的個別的に判断すべき (53.7.4)

④
以
上
の
と
こ
ろ
を
総
合
し
て
勘
案
す
る
と
、
本
件

〉

、を

　

　
　　

事
故
に
関
す
る
A
の
過
失
は
七
割
と
認
め
る
の
が
相

?

か

か
事

効
効

効

り

る

う
の

っ
っ

粉

あ設置又は管理の瑕疵あり

損害の発生との間に因果関係があるか ?

営造物に危険性があったか ?
設置管理者に予見可能性があったか ?
設置管理者に回避可能性があったか ?

〈通常有すべき安全性を欠いているか ?〉

設置 ･管理に瑕疵があったかどうかは

設置又は管理に瑕疵があるか ?

国賠法S 2 の適用フロー

被害者に過失はあったか ?

当
で
あ
る
。

4

結
論

以
上
の
と
お
り
、
被
控
訴
入
ら
の
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の

管

き
け
及
承

鞘
に
こ

る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
り
、

‘
“
法
蛔

イ
ロ
ハ

そ
の
余
は
理
由
が
な
い
か
ら
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ

造
用
体

営

、具

て
、
こ
れ
と
一
部
異
な
る
原
判
決
を
上
記
の
と
お
り
変
更

/挺し“

す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

ノ

、

“ 道行セ 2006.12



当事者の主張及び高等裁判所の判断のポイント

一審原告の主張 一審被告 (道路管理者)の主張 高等裁判所の判断

争
点
①

本
件
段
差
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係

･ 芸予地震により本件段差が
生じていたから、 控訴人は、
直ちに安全対策を講じるべき
であったのに、 これを放置し
た。

･ その結果、 A は事故車両を
運転して本件市道上を走行
中、 本件マンホールを通過し
た際に事故車両がバウンドし
てバランスを失い、 歩道上の
街路樹に衝突して本件事故と
なった。

…… - ･‐･･‐ 曼 -- - -----…

◎ 本件事故は、本件市道の瑕
疵に起因する.

･ 本件事故は、先行車が右折
合図をしたことにより、 A が
事故車両の操作を誤って発生
したものであり、 本件マンホ
ールは無関係である。

･ 芸予地震により本件段差が
生じていたことは認めるが、
その高低差は僅かであり、通
常の運転をしていれば危険を
生じるものではなく、 瑕疵と
はいえない。

･ 通常の通行方法を著しく逸脱し
て通行する者の存在までを想定し
て、その平坦さを維持しなければ
ならないものではない。

･ A が事故車両を通常の通行方法
を著しく逸脱して通行したなどの
特段の事情のない限り、本件市道
に瑕疵があったと確認するのが相
当

･ 原動機付自転車の二人乗睨ま、
違法ではあるものの予測の範囲内
のことであり、 このことを理由に
瑕疵でなくなるということはでき
ない。

･ 乗車用ヘルメットの未装着は本
件事故の発生とは関係がない。

･ 原動機付自転車が時速約 5 0 km

から 6 0 細の速度で走行すること
は予想の範囲内

･ この程度の速度超過で交通の危
険が発生するのでは、 道路として
の平坦さを欠くというのが相当

@ 本件事故は、 A が、免許取
得当日【こ速度超過、二人乗り、
ヘルメット不着用という危険
運転をしたことに起因する。

◎ 本件段差の程度に認定事実を総
合的勘案すれば、本件段差が本件
事故の原因となったと認めるのが
相当。

◎ 本件市道の瑕疵によりA に生じ
た損害について賠償責任を負う。

争
点
②

過

失

相

殺

の

割

合

･ A は、本件事故当 R運転免
許を取得したばかりで、原動
機付自転車にBを同乗させて
走行していたのであり、 道路
交通法5 5条 (設備外乗車)、
同法 5 7条 (定員外乗車) の
規定に違反し、また、乗車用
ヘルメットを装着しないとい
う反則行為を犯している。

･ 本件事故現場の制限速度
は、原動機付自転車3 0 k皿で

あるが、 A は、制限速度を遥
かに超える暴走行為をしてい
た。

･ 八が原動機付自転車にB を同乗
させて走行していたことは、 道路
交通法 5 5 条、 5 7条に違反する
ものであり、 このことが事故車両
の安定性を害し、本件事故の一因
となったことは否定できない。

･ A が事故車両を時速約 6 0 km か

ら 6 0 kmの速度で走行していたこ
とが本件事故の大きな原因となっ
たことは、芸予地震後本件事故が
起こるまでに交通事故が発生しな
かった点からも是認できる。

･ 八が乗車用ヘルメットを装着し
ていなかったことは同法 7 l 条の
4 第 2 項に違反するものであり、
このことが本件事故の結果を拡大
させたと認める。

◎ A には、本件事故の瞭に速
度超過、 二入寮り、 ヘルメッ
ト不着用の道路交通法違反が
あるが、 A の過失割合は5 0
% が相当

◎ Aには重大な過失が存在
し、その過失割合はフから8
割である。

割と認めるのが相当
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